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医学和雑誌

医師協で購読する５つのメリット

定期購読のご案内

石川県医師協同組合【購買部】

TEL （076）-239-4144
FAX（076）-239-4145

2026年版

➀お得に読める年間購読

特別価格は、石川県医師協同組合までお気軽にご確認ください。

➁送料無料でお届け

職場にもご自宅にも、ご希望の場所へ確実に届きます。

➂手間なしの自動引落し

お支払いは登録口座からの引落しで安心、手続きいらず！

➃毎号スピーディに到着

発刊後すぐにお届けします。

⑤まとめて注文できて便利

複数の出版社を一度にお申込みいただけます。

最 新 版
パンフレットを
配布しています！
約180誌を掲載！

医学の知識や技術は、日々進歩を続けています。

最新の情報を確実に把握するためには、定期的な情報収集が欠かせません。

雑誌の定期購読なら、毎号の特集記事や新しい知見を、発刊後すぐにお手元へ

お届けします。

※注文後のキャンセル・途中解約等の
変更はできません。

※パンフレットがお手元にない場合は
下記までご連絡ください。



税務・会計

木村経営グループ

代表 木 村 岳 二

＊会社紹介＊

昭和50年（1975年）木村光雄税理士事務所として創業。平成26年（2014年）、税理士法人木村経営ブ
レーンとして法人化。50年以上の歴史の中で、基本業務の月次会計監査・税務申告に加え、お客様の事業
環境変化に対応するため、業務の幅を拡げてきた。昭和57年（1982年）、株式会社木村経営ブレーンを

設立して以来、医業経営、相続資産対策に特化。平成４年（1992年）、株式会社木村事業承継ブレーンを
設立し、合併分割などの組織再編、M&Aまで行い、50名規模のグループに至る。（公社）日本医業経営コ
ンサルタント協会の認定登録医業経営コンサルタント７名在籍。URL http://www.kkb-jp.com/

税務

令和７年分所得税からの基礎控除額の改正内容

１．改正前の所得税の基礎控除額

令和７年度税制改正前の所得税の基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額に応じて、

次の表のとおり定められています。

２．令和７年度税制改正後の所得税の基礎控除額

令和７年度税制改正により、上記１．の所得税の基礎控除額については、上記１．の

合計所得金額の区分に次の表の区分が追加（５つの区分が追加）され、改正後の基礎控除額

は最大で95万円となっています。

【令和７年の源泉徴収事務における留意事項】

令和７年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。令和７年

分の給与の源泉徴収事務においては、令和７年12月に行う年末調整の際に、改正後の基礎

控除額に基づいて１年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した

源泉徴収税額との精算を行います。

令和７年度税制改正では、上記「基礎控除の見直し」の他に「給与所得控除の見直し」

「特定親族特別控除の創設」「扶養親族等の所得要件の改正」も行われております。令和

７年分の年末調整の計算をする上での留意事項はご契約されている税理士にご確認下さい。



会計経理

医療機関が知っておくべき減価償却の基本

会計経理

税理士法人 ノチデ会計

代表税理士 後 出 雅 敏

＊会社紹介＊

税理士法人・医業経営コンサルティング会社・社会保険労務士事務所など各分野のプロフェッショナルをもつ、

医業経営の総合支援グループ。顧問先の多数を占める医業分野には特に力を注いでおり、病医院側の状況に応じ

てオーダーメイドで特に以下の業務を中心に支援を行う。

持分なし医療法人への移行支援、診療・介護報酬等相談、職員が満足する給与・人事評価制度等構築支援、病医

院建替え支援、医療法人及びMS法人設立・運営支援、新規開業及び承継開業支援、病床再編、後継者の意思決

定・養成支援、Ｍ＆Ａ支援 URL http://nochide_kaikei.tkcnf.com

① 減価償却とは

医療機器や設備などの高額な資産を複数年にわたって費用配分する会計処理
のことで、資産の取得時に一括で費用計上せず、耐用年数に応じて毎年少しず
つ費用化することで、収益との対応を図るものです。

② 通常償却（法定償却）

・取得価額が10万円以上の減価償却資産
・定額法または定率法で償却
・国税庁の「耐用年数表」に基づいて償却年数が決まる
（例 Ｘ線装置：６年、歯科ユニットチェア：７年）
・建物やソフトウェアなどは定額法が適用される
車両や医療機器などは届出によって定額法か定率法を選択することができる

③ 一括償却

・取得価額が10万円以上20万円未満の資産
・３年間で均等償却（耐用年数に関係なく）
・固定資産税が課税されない

④ 少額減価償却（即時償却）

・取得価額が10万円以上30万円未満で新品の資産
・青色申告事業者であり、少額減価償却の特例適用を申告書記載が要件
・年間300万円まで可能
・固定資産税は対象資産が滅失するまで課税される

【ワンポイント】

取得価額が20万円以上30万円未満の物品については、上記③（※一括償却資

産）または④（※少額減価償却資産）のいずれかを任意で選択することが可能で

す。節税の観点では、長期的には固定資産税の対象外となる③が有利であり、短

期的には取得年度に全額を経費計上できる④が有利といえます。

なお、高額な医療機器や設備を取得する場合、減価償却の知識が不十分だと、

想定していた会計処理と実務が食い違い、決算の損益や納税額に予期せぬ影響を

及ぼす可能性があります。そのため、取得前に顧問税理士等へ相談し、償却方法

や資産区分を確認しておくことが重要です。



医業経営

株式会社 Ｓｅｅｄｓ

代表 笠 田 圭 介

＊会社紹介＊

医療経営士及び医業経営コンサルタントとしての知識を活かし、出資持分対策、人事制度構築、病床

再編、新規事業化、人材確保、経営戦略実行支援、病院建替え、後継者問題の解決など、経営改善の

実務に従事している。

また、都道府県医師会や医療関連団体等でのセミナー講師や雑誌寄稿、医療法人の役員などの公的業

務を担っている。

医業経営

医業の承継（第三者承継で事前にやっておきたいこと）

医業承継でお悩みの先生向けに、承継の実務について連載しています。

今号は、親族内（お子さん等）に跡継ぎ候補がおらず、第三者への承継により

事業を存続させたいとお考えの場合「事前にやっておきたいこと」の一例をご紹

介します。

・承継後のご自身の関与度合い

・承継希望時期（目途）の設定

・承継の適切な支援者の決定（秘密保持義務、手続き、交渉他）

・譲渡条件の素案整理

・譲渡前に“実施しない”ことの整理

・お相手への開示情報の整理

・方針決定後の親族等への説明と合意

・（持分あり医療法人の場合）持分なしへの移行の可否は慎重判断

・（個人事業の場合）医療法人化

・総務業務の整理

上記はあくまで一例ですが、個別の状況毎に整理する箇所等の事前準備は異な

ります。

また、様々なルートからお相手候補者等の情報収集をする場合がありますが、

情報を適切に扱わなければ、承継が破談になる場合や、職員等の関係者の不安に

繋がる場合があります。

承継希望時期から逆算して、フェーズごとにすべきことを段取りよく準備して

いくことが、円滑な承継に繋がります。

そのためには、承継の実務経験が豊富な方へも相談の上、各医療機関の状況に

あわせて進めていかれることをおすすめします。

第三者への医業承継についてご関心のある院長先生や関係者様は、お気軽にご

相談ください。



社会保険労務士事務所 

宮本人事労務パートナーズ

代表 宮 本 欣 弥

助成金
＊会社紹介＊

『助成金獲得はお任せください！』北陸三県唯一の助成金コンサルティング専門の社労士事務所

です。着手金０円！顧問契約不要！全国の豊富な成功事例で、中小企業の経営者、個人事業主の

皆さまをサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

URL  https://hr-sr.com/

助成金

知って得する助成金情報
-奥様が妊娠中、もしくは１歳未満の子を持つ男性従業員がいる医療機関様へ-



保険・資産運用

認知症と金融リスク②
 〜意思を未来につなぐ〜任意後見と家族信託という選択肢〜

株式会社
ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

金沢支店 原 勝 志

保 険 ・
資産運用

＊会社紹介＊

平成12年５月設立、本支店25拠点。全国36都道府県（北陸３県含む）の医師会・医師協同組合

と連携し、医療機関経営という観点から、セミナー活動、情報提供、個別相談などを行っている。

主な業務は、生命保険・損害保険の募集に関する業務、ファイナンシャルプランニング業務、資産

計画の企画立案に関する業務、経営に関する講習会の開催に関する業務、企業の販売活動に関する

人材育成のための教育及び育成業務など。   URL http://www.rml.co.jp

前回は、認知症によって金融資産が凍結されるリスクや、ご家庭内の思わぬトラブルについて
お話しし、まずは現状を把握することの重要性をお伝えしました。今回は、判断能力がはっきり
しているうちに準備できる具体的な法的対策として、「任意後見契約」と「家族信託」という二
つの制度をご紹介します。

■ ご自身の意思で後見人を選ぶ「任意後見契約」
「任意後見契約」とは、将来、ご自身の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ

ご自身で信頼できる代理人（任意後見人）を選び、財産の管理や身上監護（介護や生活に関する
契約など）を任せる契約です。家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」とは異なり、ご自身の意
思で後見人や任せる内容を決めておけるのが最大の特長です。

メリット
信頼できる家族や専門家を、ご自身の意思で後見人に指定できます。
判断能力が低下した後、家庭裁判所に申し立てることで契約の効力が生じ、任意後見人が
財産管理を開始します。これにより資産凍結を防ぎます。

留意点
任意後見人の職務は家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」によって監督されます。
あくまでご本人の財産を「維持・管理」することが目的であり、不動産の売却や資産運用
といった積極的な財産活用には制限がかかる場合があります。

日々ご多忙な先生方にとって、万が一の際に信頼できるご家族に財産管理をスムーズに引き継
げる点は、大きな安心材料となるでしょう。

■ 柔軟な財産管理を実現する「家族信託」
「家族信託」は、ご自身の財産を信頼できるご家族に託し（信託し)、ご自身が定めた目的

（ご自身の生活費や介護費の確保など）に従って、その財産の管理や処分を任せる仕組みです。
「認知症対策」と「円満な資産承継」を同時に実現できる、非常に柔軟な制度として注目されて
います。

メリット
契約内容を自由に設計でき、不動産や有価証券の売却、アパート経営の継続といった積極
的な財産管理も可能です。
ご自身の判断能力が低下しても、信託された財産は凍結されず、託されたご家族（受託
者）が管理を継続できます。
二次相続以降（例えば、ご自身から配偶者へ、配偶者の死後は子へ、といった形）の財産
の承継先まで指定することが可能です。開業医の先生にとっては、医療法人の出資持分な
どを後継者に円滑に承継させる手段としても活用が期待できます。

留意点
任意後見契約と異なり、身上監護の機能はありません。必要に応じて任意後見契約と組み
合わせることも有効です。
制度設計が複雑なため、信託に詳しい司法書士や弁護士などの専門家への相談が不可欠です。

項 目 任意後見契約 家族信託

目 的 財産保全・身上監護 柔軟な財産管理・資産承継

財産活用の自由度 低い（現状維持が原則） 高い（契約内容による）

身上監護 可能 不可

監督機関 家庭裁判所（監督人） なし（信託監督人を置くことは可能）

開始時期 判断能力低下後 契約締結後



【弁護士費用補償で受けられるサービス】

相談体制も充実！（国内補償）
弁護士費用補償には、費用面のサポートだけでなく 「相談のしやすさ」 を考えたサービスが用意されています。

「弁護士紹介サービス」

身近に相談できる弁護士がいなくても、ご安心ください。
保険会社を通じて、トラブルの内容に合った弁護士を紹介してもらうことができます。専門分野に強い弁護士に出会え
るのは大きな安心材料です。

「被害事故・嫌がらせ相談窓口」
「事故に巻き込まれた」「嫌がらせを受けて困っている」そんなときは、専門の相談窓口にすぐ連絡できます。
専門のコンサルタントが状況を伺い、適切な対応や弁護士へのつなぎ方をアドバイスしてくれます。初めての方でも
不安なく利用できます。

【 日常生活で想定されるトラブル事例 】

リスクマネジメント

医業ｺﾝｻﾙ

＊会社紹介＊

当社は石川県医師会の関連団体として、昭和40年７月に設立し、数多くの会員の先生方にご加入をいただ

いております団体の「医師賠償責任保険」及び「所得補償保険」、その他損害保険、生命保険の代理店と

して、医師会の会員並びにご家族、従業員の方々へ保険の販売を行っております。

URL https://ishikawa-ikyo.jp/

～家族を守る備え・弁護士費用補償の重要性～

ある日突然やってくるトラブル！ 

私たちの生活の中で、法的なトラブルは決して珍しいものではありません。調査※によると「約6.5人に１人」が

身の回りで法的トラブルを経験しているといわれています。

（実際に私自身も、子どもに関わるトラブルで痛い思いをした経験があります…。）

こうした予期せぬトラブルから家族を守る手段のひとつが 「弁護士費用補償」 です。

損保ジャパンの弁護士費用総合補償でカバーされるトラブルには、次のようなものがあります。

分類 トラブル事例

①人格権侵害 学校や近所でトラブル／ＳＮＳを通じた誹謗中傷

②被害事故 事故の被害者／脅されてお金を取られた

③借地・借家 不当な理由で家主から立ち退きを迫られた／地主とのトラブル

④遺産分割調停 遺産分割の協議がまとまらない／相続権利が侵害された

⑤離婚調停
※初年度は91日目から補償対象

離婚協議がまとまらない／財産分与トラブル

・弁護のちからは、普通傷害・交通傷害に弁護士費用総合補償特約セットおよび各種特約をセットしたものです。
・上記は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり（約款）」「重要事項等説明書」などをご覧ください。 団体契約としてご契約いた
だけるのは、保険契約者および被保険者が損保ジャパンの定める条件を満たす場合のみとなります。団体割引は、次年度以降、割引率が変更となることがあ

りますので、あらかじめご了承ください。 詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
【引受保険会社】 損害保険ジャパン株式会社 金沢支店 法人支社 金沢市香林坊1丁目2番地21 TEL：076-262-2507

   （営業時間： 平日午前9時～午後5時まで）

※出典：平成21年 内閣府大臣官房政府広報室「総合法律支援に関する世論調査」

（注）「ある」と答えた人が挙げた法的トラブルには、「弁護のちから」では補償対象とならないトラブルも含まれています。

日常生活で起こるトラブルは、決して他人事ではありません。突然の事故や人間関係のもつれ
は、誰にでも起こりうるものです。そんな「もしも」のときに、弁護士費用補償があれば「泣
き寝入り」ではなく「自分と家族を守る選択」をすることができます。
安心を手にする準備は、トラブルが起きる前だからこそ意味があります。
毎年11月から「弁護のちから」の団体募集を開始いたします。「自分の家庭も備えておいた方
がいいかも…」と少しでも思われた方は、どうぞお気軽に代理店までお問い合わせください。

【取扱代理店】
石川県医師協同組合

担当 岩脇・中村・前・村井

SJ25-07954（2025.10.1）
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